
船舶事故調査報告書 

 

                                平成２３年１月６日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                          委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                            委   員  山 本 哲 也 

                            委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１０月１４日 ０３時１７分ごろ 

発生場所 愛媛県愛南町横島西方沖 

高茂埼
こうもさき

灯台から真方位２８１°６.５海里付近  

（概位 北緯３２°５５.７′ 東経１３２°２１.０′） 

事故調査の経過  平成２２年１０月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 漁船 第十八太宝
たいほう

丸、１９トン 

   ＯＴ２－２２５０（漁船登録番号）、個人所有 

   １８.８４ｍ（Lr）×４.３６ｍ×２.０５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、昭和５９年４月３日 

Ｂ 漁船 大宝
たいほう

丸、４.９８トン 

   ＥＨ３－２２６１２（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.３３ｍ（Lr）×２.７５ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５５年８月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 甲板員 男性 ２７歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日 平成１７年１０月６日 

    免許証交付日 平成２２年１０月６日 

           （平成２７年１０月６日まで有効） 

Ｂ 船長 男性 ５４歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５２年４月２８日 

    免許証交付日 平成２０年５月２０日 

           （平成２５年５月２０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾部に擦過傷 

Ｂ 船首バルバスバウ脱落 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａほか１人が乗り組み、高知県大月町泊浦に

向けて航行中、平成２２年１０月１４日０３時００分ごろ、甲板員Ａが単

独の船橋当直につき、針路約１０１°（真方位、以下同じ。）及び対地速力

約９.０ノット（kn）で豊後水道を東進した。 

 

 甲板員Ａは、横島西方沖を航行中、右舷前方で操業していた漁船群の灯

火に気を取られ、左舷前方の見張りを行っていなかったので、左舷船首方
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から接近するＢ船に気付かずに航行した。 

甲板員Ａは、左舷船首至近にＢ船の緑灯（右舷灯）を視認し、直ちに右

舵一杯をとって微速力前進に減速したが、０３時１７分ごろＡ船の左舷船

尾部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１３日１６時３０分ごろ愛南町長崎

漁港を発し、横島西方沖の漁場で底びき網漁の操業を開始した。 

 船長Ｂは、１４日０３時１２分ごろ、針路約２０４°及び対地速力約２.

０kn でえい
．．

網中、レーダーで右舷前方にＡ船を探知し、Ａ船の白、紅２灯

を視認した。 

船長Ｂは、いつもは他船の方が操業中のＢ船を避けてくれていたことか

ら、Ａ船がＢ船の船首方を通過するものと思って操舵室内の掃除を始め、

Ａ船に対する見張りを行わず、同じ針路及び速力でえい
．．

網中、右舷船首至

近にＡ船の灯火を視認し、直ちにクラッチを中立にしたが、Ａ船と衝突し

た。 

 気象・海象 

  

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  甲板員Ａは、レーダーを作動させていたが、視界が良好であったことか

ら、レーダーによる見張りを行っていなかった。 

 Ｂ船の漁具は、ワイヤーロープ約３００ｍとロープ約１５０ｍとをつな

いで引き索とし、ロープの先端にチェーン約１５ｍ及び長さ約３０ｍの漁

網を連結しており、漁具の全長は約４９５ｍであった。 

 Ｂ船は、トロールにより漁ろうをしている船舶が掲げる緑色全周灯及び

白色全周灯のほか両舷灯を表示し、船体後部に作業灯２個を点灯してい

た。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、横島西方沖を東進中、甲板員Ａが、右

舷前方で操業中の漁船群の灯火に意識を集中し、

左舷前方の適切な見張りを行っていなかったこと

から、左舷前方で操業中のＢ船に気付かずに航行

し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、横島西方沖でトロールにより漁ろうに

従事中、船長Ｂが、右舷前方にＡ船を視認した

際、いつもは他船の方が操業中のＢ船を避けてく

れていたことから、Ａ船がＢ船を避けてくれるも

のと思い込み、操舵室内の掃除を始めてＡ船に対

する適切な見張りを行わず、同じ針路及び速力で

えい
．．

網を続け、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、夜間、横島西方沖において、Ａ船が東進中、Ｂ船がトロール

により漁ろうに従事中、両船が適切な見張りを行わなかったため、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




